
資料３ 

 
独立行政法人総覧（平成 17 年度版）の構成 

 
１ 本編の内容（所管府省ごと個別法人ごとに次の基本情報を整理） 

○所在地・電話番号・郵便番号・ホームページ  

○根拠法・設立年月日・沿 革   

○目的・業務の範囲  

○財務及び予算の状況 

＜資本金＞＜国有財産の無償使用の有無＞＜予算計画＞＜短期借入金の限度額＞  

○組織の概要 

＜役員の役職名・氏名・任期＞＜職員数＞＜組織図＞ 

○中期目標の概要 
＜中期目標の期間＞ 

＜業務運営の効率化に関する事項＞ 

＜国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項＞ 

＜財務内容の改善に関する事項＞ 

○中期計画の主な項目 
＜業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置＞ 

＜国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置＞ 

＜短期借入金の限度額＞＜剰余金の使途＞ 

＜その他主務省令で定める業務運営に関する事項＞ 

 

２ 資料編の内容（独立行政法人の全体像や制度に係る資料を掲載） 

１ 独立行政法人一覧  

２ 見直し対象 56 法人の概要と統合・非公務員化等の内訳 

３ 役職員数一覧  

４ 独立行政法人の平成 18 年度計画における予算額  

５ 独立行政法人関係主要業務のフローチャート  

６ 政策評価・独立行政法人評価委員会委員名簿 

７ 独立行政法人の評価の体制  

８ 独立行政法人通則法  

９ （参考）国立大学法人等一覧  



＜参考＞ 
 

 

「独立行政法人総覧」、「独立行政法人評価年報」等の作成及び発行 

に関する事務の独立行政法人評価分科会における取扱いについて 

 

平 成 １８年 ２月 ２７日 

独立行政法人評価分科会長決定 

 

 

平成１７年１１月１４日に開催された政策評価・独立行政法人評価委員会（以下「委員

会」という。）において、独立行政法人評価分科会（以下「分科会」という。）の議決をも

って委員会の議決とするとされた「独立行政法人総覧」、「独立行政法人評価年報」その他

独立行政法人のみを対象する定型的な内容のもので委員会名で定期的に発行する刊行物

（以下、これらを「独立行政法人に関する定期刊行物」という。）の作成及び発行に関す

る事務について、分科会における取扱いを下記のとおり定める。 

 

記 

 

１ 独立行政法人に関する定期刊行物の作成及び発行に関する事務取扱い 

(1) 委員会の庶務を司る総務省行政評価局において、独立行政法人に関する定期刊行物

の作成案及び発行案を作成するものとする。 

(2) 当該案は、分科会の議決を経て決定するものとし、総務省行政評価局において作成

及び発行に必要な事務作業を行うものとする。 

ただし、当該案の内容が「独立行政法人総覧」もしくは「独立行政法人評価年報」

について既往の編集方針を大幅に変更したものでない場合又は新規に発行するもの

でない場合は、分科会の議決を要さず、分科会長の承認を経て決定するものとする。 

 

２ 発行した独立行政法人に関する定期刊行物の民間団体等による印刷・発行の承認申請

に関する事務取扱い 

(1) 上記１の事務取扱いにより発行した独立行政法人に関する定期刊行物については、



独立行政法人あるいは独立行政法人評価に対する、より広い国民の理解を得るために

発行しているものであることから、民間団体等から、委員会名で既に発行した独立行

政法人に関する定期刊行物を印刷・発行したい旨の申し出があった場合には、発行者

及び関係者並びに印刷・発行内容について審査し、委員会及び分科会の信用を失墜さ

せるものでないことを確認の上、原則、これを認めることが適当である。 

  したがって、民間団体等からの申し出については、委員会の庶務を司る総務省行政

評価局が必要な審査を行い、特段の問題がない場合は、分科会長がこれを承認するも

のとする。 

(2) 民間団体等による印刷・発行を認めるに当たっては、以下の手続を経るものとする。 

ア 民間団体等から分科会長あての印刷・発行の承認申請書を提出させるとともに、

当該承認申請書に、次の書類を添付させるものとする。 

 ① 印刷・発行の目的・内容（図書名、規格、定価、発行部数、発行予定等）を明

らかにする書類 

 ② 印刷・発行の収支予算書 

 ③ 発行する民間団体等の性格及び内容を明らかにする書類（定款、寄附行為、会

則、役員名簿、活動状況等に係る資料） 

イ 当該承認申請書は、委員会の庶務を司る総務省行政評価局が受理するものとする。 

  ウ 総務省行政評価局は、発行者及び関係者並びに印刷・発行内容について適切に審

査し、その結果を記した承認（不承認）理由書を作成するとともに、承認（不承認）

に係る決裁文書を作成するものとする。 

エ 総務省行政評価局は、この承認（不承認）理由書を添付した決裁文書により、分

科会長に決裁を仰ぎ、その決裁をもって、印刷・発行の承認（不承認）を決定する

ものとする。 

  オ 承認（不承認）を決定した場合は、その旨を記した分科会長名の文書を当該民間

団体等の代表者あてに通知するものとする。 

(3) 承認の通知を受けた民間団体等が発行する印刷物については、「総務省 政策評

価・独立行政法人評価委員会監修」とし、監修料は無償とするものとする。 

  



（別紙１） 

 

 

政策評価・独立行政法人評価委員会名で処理する事務の 

独立行政法人評価分科会への付託について 

 

平 成 １７ 年 １１ 月 １４ 日 

政策評価・独立行政法人評価委員会決定 

 

 政策評価・独立行政法人評価委員会令（平成 12 年政令第 270 号）第５条第６項の規定

に基づき、独立行政法人評価分科会の議決をもって政策評価・独立行政法人評価委員会（以

下「委員会」という。）の議決とする事項を以下のとおり定める。 

 

(1) 「中央省庁等改革の推進に関する方針」（平成１１年４月２７日中央省庁等改革推進

本部決定）において、「政策評価・独立行政法人評価委員会は、独立行政法人に関する

公表資料を取りまとめ、公表するものとする（独立行政法人に関する報告のためのブッ

クレット等の定期的作成）」とされたことを受け、毎年度委員会名で発行する「独立行

政法人総覧」及び「独立行政法人評価年報」の作成及び発行に関すること 

 

(2) その他、独立行政法人のみを対象する定型的な内容のもので、委員会名で定期的に

発行する刊行物の作成及び発行に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙２） 

 

 

○ 政策評価・独立行政法人評価委員会令（平成 12 年政令第 270 号） 

  

（分科会） 

第５条 １～５（略） 

 ６ 委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とする

ことができる。 

 

 

 

○ 政策評価・独立行政法人評価委員会議事規則（平成 13 年 1 月 26 日） 

  

（議事） 

第三条 委員会は、分科会の議決をもって委員会の議決とする事項については、あらか

じめ、委員の三分の二以上の多数により、その旨を議決することができる。 

 

（分科会の運営） 

第五条 １～２（略） 

３ 前二項に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が定め

る。 
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